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１．初めに
　最近、韓国の発明の進歩性判断に対する基準が根
本的な変化を経ている。このような変化は韓国の特
許法院の判決統計からも明らかであるのだが、特許
法院１の判決が特許出願人及び特許権者に有利な方
向に急速に変化しているのである。特許法及び最近

の韓国大法院の判例も権利者に対し友好的に変更さ
れつつある。
　まさに韓国はPro-Patent時代を迎えているといえ
るであろう。以下に、特許法院の判決統計の変化、
このような変化の根元になる判例の変更、具体的な
事例及びこのような変化に対する対応案などについ
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て述べることにする。

２．特許法院の判決統計２

（１）特許出願の拒絶決定事件に対する特許法院の

判決統計 
韓国の特許手続きは日本と類似しているが、特

許出願に対し、審査官が拒絶決定を下すと、特許
審判院に拒絶決定不服審判を請求することが可能
であり、審判で敗訴になった場合には特許庁長を
被告とし、特許法院に審決取消訴訟を提起するこ
とができる。2012年度に特許審判院の審決で拒絶
決定が維持され、それに対し審決取消訴訟が提
起された件数は168件であったが、その中の６件、
つまり訴訟件数の3.6％のみが審決が取り消しとな
り、残りの162件は特許審判院の判断が適法であ
ると判断され、請求は棄却された。つまり、訴訟
事件の96.4％は特許審判院での審決と同様に進歩
性が否定されると判決され、3.6％のみが進歩性が

否定されないという判決を受けたのである。 
しかし、拒絶決定不服審決に対する特許法院の

審決取消の比率は毎年増加し、2016年度には審決
取消訴訟件数の３分の１である33.3％が審決取消
と判決された。統計数値の変化が偶然に発生し得
る範囲の変化を超えているため、明らかに何か根
本的な変化要因があるということになる。

特許法院の判決統計の変化は拒絶決定不服審判
に対する審決取消訴訟だけでなく、特許無効審判
に対する審決取消訴訟でも同一な様相を見せてい
る。 

（２）特許無効審判事件に対する特許法院の判決統計 

（特許無効審決）

下記の表から分かるように、特許無効審判に対
し、特許審判院が特許を無効と判断した審決につ
いて2012年度に特許権者が特許法院に審決取消訴
訟を提起した事件が131件である。この131件の訴

（１）特許出願の拒絶決定事件に対する特許法院の判決統計

年度
進歩性を否定する

審決に対する 
審決取消訴訟件数

特許法院の判決
請求棄却

（比率％）
審決取消

（比率％）

2012 168 162
（96.4%）

６
（3.6%）

2013 114 107
（93.9%）

７
（6.1%）

2014 95 80
（84.2%）

15
（15.8%）

2015 119 95
（79.8%）

24
（20.2%）

2016 
（１～８月） 60 40

（66.7%）
20

（33.3%）

（２）特許無効審判事件に対する特許法院の判決統計（特許無効審決）

年度 無効審決に対する
審決取消訴訟件数

特許法院判決

請求棄却（比率%） 審決取消
（比率%） その他

2012 131 119
（90.8%）

６
（4.6%）

６

2013 117 101
（86.3%）

13
（11.1%）

３

2014 101 82
（81.2%）

13
（12.9%）

６

2015 67 53
（79.1%）

13
（19.4%） １

2016 
（１～８月） 61 44

（72.1%）
16

（26.2%） １


